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資 料 １ 



国 民 年 金 （ 基 礎 年 金 ） 

自営業者等 公務員等 民間サラリーマン 
第２号被保険者の 

被扶養配偶者 

1,985万人  3,868万人 

第１号被保険者 第３号被保険者 第２号被保険者等 

6,874万人 

厚生年金保険 

加入員数 
3,425万人 

共済年金 
  

加入員数 
443万人 

 

1,021万人 

（職域加算部分） 

（数値は、平成22年3月末） 

○ 現役世代は全て国民年金の被保険者となり、高齢期となれば、基礎年金の給付を受ける。（１階部分） 

○ 民間サラリーマンや公務員は、これに加え、厚生年金や共済年金に加入し、基礎年金の上乗せとして報酬比例
年金の給付を受ける。（２階部分） 
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 ○ 被保険者数 （公的年金制度全体）   6,874万人（平成22年3月時点） 
 ○ 受給権者数  （公的年金制度全体）   3,703万人（平成22年3月時点） 
 ○ 国民年金保険料             15,020円（平成23年度）  

                        ※ 保険料納付率：59.3%（平成22年度） 
 ○ 厚生年金保険料率             16.058％（平成23年9月分（10月納付分）から16.412％） 
 ○ 年金額         老齢基礎年金  月65,741円（平成23年度） 
                           ※ 平均額：月5.4万円（平成21年度） 
                  老齢厚生年金  月231,648円（平成23年度・夫婦2人分の標準的な額） 
                           ※ 1人あたり平均額：月16.5万円 
                            （基礎年金を含む、繰上げ・繰下げ等を除く）（平成21年度） 
 ○ 保険料収入（公的年金制度全体）      32.2兆円（平成23年度当初予算ベース） 
 ○ 国庫負担額（公的年金制度全体）     11.5兆円（平成23年度当初予算ベース） 
 ○ 給付費 （公的年金制度全体）        51.9兆円（平成23年度当初予算ベース）  
 ○ 積立金（国民年金・厚生年金）     128.3兆円（平成21年度末、時価ベース） 
                           （参考）GPIFが市場で管理・運用する積立金の額 
                            116.3兆円（平成22年度末時価ベース） 

第１号被保険者 第２号被保険者 第３号被保険者 

○ 20歳以上60歳未満の自営業者、農業
者、無業者等 

○ 民間サラリーマン、公務員 ○ 民間サラリーマン、公務員
に扶養される配偶者 

○ 保険料は定額 

  ・ 平成23年4月現在 月15,020円 
  ・ 平成17年４月から毎年280円引き上げ、

平成29年度以降16,900円（平成16年度
価格）で固定 

※ 毎年度の保険料額や引上げ幅は、物価や賃金の動

向に応じて変動。  

○ 保険料は報酬額に比例 
 （厚生年金） 
 ・ 平成22年9月現在 16.058％ 
 ・ 平成16年10月から毎年0.354%引
き上げ、平成29年度以降18.30% で
固定 

○ 労使折半で保険料を負担 

○ 被保険者本人は負担を要
しない 

○ 配偶者の加入している被用
者年金制度（厚生年金又は共
済年金）が負担 

年金制度の基本データ 
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65歳 

75歳 

               後期高齢者医療制度  

         

・75歳以上 
・約1,400万人 
・保険者数：47（広域連合） 

健康保険組合 

・大企業のサラリーマン 
・約3,000万人 
・保険者数：約1,500 

協会健保（旧政管健保） 

・中小企業のサラリーマン 
・約3,500万人 
・保険者数：１ 

前期高齢者財政調整制度（約1,400万人） 約5兆円（再掲） 

退職者医療（経
過措置） 

 国民健康保険 
（市町村国保＋国保組合） 

・自営業者、年金生活者、  
   非正規雇用者等 
・約3,900万人 
・保険者数：約1,900 

・公務員 
・約900万人 
・保険者数：83 
 

・サラリーマンＯＢ 

・約200万人 

共済組合 

 ※１ 加入者数・保険者数は、平成２２年３月末の数値 
 ※２ 金額は平成23年度予算ベースの給付費         

約１２兆円 

  約１０兆円 約４兆円 健保組合・共済等 約４兆円 
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市町村国保  国保組合 協会けんぽ  組合健保  共済組合 
後期高齢者 
医療制度 

保険者数  
（平成22年3月末） 

１,７２３ １６５ １  １,４７３  ８３ ４７  

加入者数  
（平成22年3月末） 

３,５６６万人 
（2,033万世帯）  

３４３万人 
３,４８３万人 

被保険者1,952万人 
被扶養者1,531万人  

２,９９５万人 
被保険者1,572万人 
被扶養者1,423万人  

９１２万人 
被保険者447万人 
被扶養者465万人 

１,３８９万人 

加入者平均年齢 
(平成21年度) 

４９．５歳 ３８．９歳 ３６．２歳 ３３．９歳 ３３．４歳 ８１．９歳 

加入者一人当たり 
平均所得 

(平成21年度) 

旧但し書き所得 (※1) 

７４万円 
一世帯あたり 

 １２９．１万円 

市町村民税 

課税標準額 

２１７万円 
(※2) 

２１１万円 （収入） 

  被保険者一人あたり 
３７４万円 

２８０万円 （収入） 
被保険者一人当たり 

５３０万円  

３２６万円 （収入） 
被保険者一人当たり 

       ６６６万円 

旧但し書き所得(※1) 

６６．６万円  
（平成22年度） 

加入者一人当たり  
医療費(平成21年度) 

（※3） 

２９．０万円 １７．１万円 １５．２万円  １３．３万円  １３．５万円 ８８．２万円 

加入者一人当たり 
保険料(平成21年度) 

(※4) 

<事業主負担込> 

８．３万円 
一世帯あたり 
１４．６万円 

 

１２．４万円 

８．６万円 <17.1万円> 
被保険者一人あたり 
15.2万円 <30.3万円> 

９．０万円 <20.0万円> 
被保険者一人あたり 
16.9万円 <37.6万円> 

１１．０万円<22.0万円> 
被保険者一人あたり 
22.4万円 <44.8万円> 

６．３万円  
平均保険料率９．３４％ 

（9.26～9.42％） 
（平成22年度） 

平均保険料率７．４５％ 
（3.12％～10.0％） 

平均保険料率 
７．８３％ 

公費負担 
（定率分のみ） 給付費等の５０％ 給付費等の４３％

(※5) 
給付費等の１６．４％

(※6) 
財政窮迫組合に対する 

定額補助 

なし 

給付費等の約50％ 

公費負担額(※7) 
(平成23年度予算ﾍﾞｰｽ) ３兆４,４１１億円 ２,９００億円 １兆１,１０８億円  １８億円   ５兆８,００６億円 

(※1) 旧但し書き所得とは、後期高齢者医療制度や多くの市町村国保の保険料の算定基礎とされているもので、収入総額から必要経費や給与所得控除、公的年金等控除及び基礎控除等を差し引いた額のこと。 
(※2) 平成２１年所得調査結果では、業種別には、医師国保644万円、歯科医師国保225万円、薬剤師国保221万円、一般業種国保125万円、建設関係国保71万円。 
(※3) 加入者一人当たり医療費について、協会けんぽ及び組合健保については速報値である。また共済組合は審査支払機関における審査分の医療費（療養費等を含まない）である。 
(※4)  加入者一人当たり保険料額は、市町村国保・後期高齢者医療制度は現年分保険料調定額、被用者保険は決算における保険料額を基に推計。保険料額に介護分は含まない。 
(※5) 平成23年度予算ベースにおける平均値。 
(※6) 平成22年度予算における22年6月までの協会けんぽの国庫補助率は、後期高齢者支援金に係る分を除き、１３．０％。 
(※7) 介護納付金、特定健診・特定保健指導等に対する負担金・補助金は含まれていない。 
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就業構造の変化 

 国民年金制度が発足した昭和３０年代と現在を比べると、産業構造や就業構造は大きく変化している。 

自営業主 家族従業者

一般常用雇用者

一般常用雇用者

自営業主

家族従業者

役員

役員

臨時雇用

臨時雇用

日雇い

日雇い

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成１９年

昭和３４年

農林漁業

農林漁業

鉱業

鉱業

建設業

建設業

製造業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道

電気・ガス・熱供給・水道

運輸・通信

運輸・通信

卸売・小売・飲食店

卸売・小売・飲食店

金融・保険・不動産

金融・保険・不動産

公務その他

公務その他

その他サービス業

その他

サービス業

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成１９年

昭和３４年

産業別有業者割合の変化 

第１次産業は大きく減少
し、第３次産業が全体の
約７割を占めるに至って
いる 

従業上の地位別有業者割合の
変化 

自営業者と家族従業者は
大きく減少し、雇用者が
増大している 

臨時雇用も増大している 

（注）臨時雇用：１ヶ月以上１年以内の雇
用契約で雇われている者 

資料出所：総務省「就業構造基本調査」 
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正規労働者と非正規労働者の数の推移 

3,343 3,488 3,779 3,630 3,374 3,411 3,441 3,399 3,380 3,355 

655 
881 

1,001 1,273 1,633 1,677 1,732 1,760 1,721 1,755

0 

1,000 

2,000 

3,000 

4,000 

5,000 

6,000 

８５年 ９０年 ９５年 ００年 ０５年 ０６年 ０７年 ０８年 ０９年 １０年

○ 正規の職員・従業員は近年減尐傾向。 

○ 2010年において、非正規の職員・従業員割合は、比較可能な2002年以降で最高の水準。 

○ 2010年において、派遣労働者は前年に比べ12万人減尐。 

正規 

（資料出所）2000年までは総務省「労働力調査（特別調査）」（2月調査）、2005年以降は総務省「労働力調査（詳細集計）」（年平均）による。 
    注）雇用形態の区分は、勤め先での「呼称」によるもの。 

（32.6％） 

（16.4％） 

（万人） 

（33.0％） （33.5％） 

(＋44) (＋55) 

(＋37) (＋30) 

（26.0％） 
（20.9％） 

（20.2％） 

(－42) 

(＋28) 

（34.1％） 

(－19) 

（33.7％） 

非正規 パート 

847(48.3％) 

アルバイト 

345(19.7％) 

派遣社員 

96(5.5％) 

契約社員 

嘱託 

330(18.8％) 

その他 

137(7.8％) 

(-39) 

（34.3％） 

(＋34) 

(－25) 
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国民年金加入者（第１号被保険者）の就業状況 

○ 国民年金第１号被保険者のうち約４割（３９．４％）が、常用雇用及び臨時・パートの者で占められて
いる。 

 

○ 平成１１年からの推移をみると、常用雇用及び臨時・パートの割合が上昇し、自営業者の割合が低
下している。 

※【常用雇用】正社員の他に、雇用者であって１日の所定労働時間及び１か月の所定労働日数が概ね一般社員に相当する者のことをいう。 
 
【臨時・パート】自営業者・雇用者以外の就業者をいう。登録社員や派遣社員などのフルタイムでない雇用者や、家庭教師のアルバイト、内職などが該当 

資料出所：厚生労働省「国民年金被保険者実態調査」 

（単位：％） 

  平成１１年調査 平成１４年調査 平成１７年調査 平成２０年調査 

総数 100.0  100.0  100.0  100.0  

  自営業主 22.6  17.8  17.7  15.9  

  家族従業者 11.3  10.1  10.5  10.3  

  常用雇用 9.8  10.6  12.1  13.3  

  臨時・パート 16.6  21.0  24.9  26.1  

  無職 34.9  34.7  31.2  30.6  

  不詳 4.8  5.7  3.6  3.8  
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【国民年金の第３号被保険者】 【厚生年金の被保険者】 【国民年金の第１号被保険者】 

４分の３未満である ４分の３以上である 

  １日又は１週間の所定労働時間、１カ月の所定労働日数がそれぞれ当該事業所 

  において同種の業務に従事する通常の就労者のおおむね４分の３以上であるか   

  被用者年金制度の被保険者の 

  配偶者であるか 

年間収入が１３０万円以上（※）と見
込まれるか 

配偶者である 配偶者ではない 

１３０万円未満である １３０万円以上である 

※ここでいう「収入」には給与の他、資産所得等、継続して入る収入が含まれる（資産所得、事業所得等経費を 

  要するものについては必要経費控除後）。 

（国民年金の第２号被保険者） 

短時間労働者への健康保険・厚生年金の適用について 

【健康保険の被保険者】 【国民健康保険の被保険者】 【健康保険の被扶養配偶者】 

社会保障審議会 短時間労働者への社会保険適用等に関する特別部会 第１回  
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拝 啓 時 下益 々御 清祥 のこ とと お慶 び申 し上 げま す。

健 康 保 険 及 び 厚 生 年 金 保 険 の 事 業 運 営 に 当 た っ て

は 平 素 か ら 格 段 の 御 尽 力 を い た だ き 厚 く お 礼 申 し 上

げ ま す 。

さ て 、 短 時 間 就 労 者 （ い わ ゆ る パ ー ト タ イ マ ー ）

に か か る 健 康 保 険 及 び 厚 生 年 金 保 険 の 被 保 険 者 資 格

の 取 扱 い に つ い て は 、 各 都 道 府 県 、 社 会 保 険 事 務 所

に お い て 、 当 該 地 方 の 実 情 等 を 勘 案 し 、 各 個 別 に 取

扱 基 準 を 定 め る な ど に よ り そ の 運 用 が 行 わ れ て い る

と こ ろ で す 。 　 て 判 断 す べ き も の で あ る こ と 。

も と よ り 、 健 康 保 険 及 び 厚 生 年 金 保 険 が 適 用 さ れ

る べ き か 否 か は 、 健 康 保 険 法 及 び 厚 生 年 金 保 険 法 の ま し て も 、 併 せ て 御 配 意 願 い ま す 。

趣 旨 か ら 当 該 就 労 者 が 当 該 事 業 所 と 常 用 的 使 用 関 係 　以 上 、 要 用 の み 御 連 絡 申 し 上 げ ま す 。

に あ る か ど う か に よ り 判 断 す べ き も の で す が 、 短 時 敬　具　

間 就 労 者 が 当 該 事 業 所 と 常 用 的 使 用 関 係 に あ る か ど

  昭和５５年６月６日

川 崎 幸雄

１ 常 用 的 使 用 関 係 に あ る か 否 か は 、 当 該 就 労 者 の 社会保険庁医療保険部

労 働 日 数 、 労 働 時 間 、 就 労 形 態 、 職 務 内 容 等 を 総 健 康 保 険 課 長 内 藤 洌

合 的 に 勘 案 し て 認 定 す べ き も の で あ る こ と 。 社会保険庁年金保険部

２ そ の 場 合 、 １ 日 又 は １ 週 の 所 定 労 働 時 間 及 び １ 厚 生 年 金 保 険 課 長 片 山 巌

　都道府県民生主管部（局）保険課（部）長　殿

月 の 所 定 労 働 日 数 が 当 該 事 業 所 に お い て 同 種 の 業

務 に 従 事 す る 通 常 の 就 労 者 の 所 定 労 働 時 間 及 び 所

定 労 働 日 数 の お お む ね ４ 分 の ３ 以 上 で あ る 就 労 者

に つ い て は 、 原 則 と し て 健 康 保 険 及 び 厚 生 年 金 保

険 の 被 保 険 者 と し て 取 り 扱 う べ き も の で あ る こ と 。

３ ２ に 該 当 す る 者 以 外 の 者 で あ っ て も １ の 趣 旨 に

従 い 、 被 保 険 者 と し て 取 り 扱 う こ と が 適 当 な 場 合

が あ る と 考 え ら れ る の で 、 そ の 認 定 に 当 た っ て は 、

う か に つ い て は 、 今 後 の 適 用 に 当 た り 次 の 点 に 留 意

す べ き で あ る と 考 え ま す 。

当 該 就 労 者 の 就 労 の 形 態 等 個 々 具 体 的 事 例 に 即 し

な お 、 貴 管 下 健 康 保 険 組 合 に 対 す る 周 知 方 に つ き

厚 生 省 保 険 局 保 険 課 長

短時間労働者に関する健康保険及び厚生年金の被保険者資格の取扱い（内かん） 
社会保障審議会 短時間労働者への社会保険適用等に関する特別部会 第１回  
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健康保険及び厚生年金の被保険者資格（参照条文） 
社会保障審議会 短時間労働者への社会保険適用等に関する特別部会 第１回  

○厚生年金保険法（昭和29年法律第115号・抄） 
   
（被保険者） 
第９条 適用事業所に使用される70歳未満の者は、厚生年金保険の

被保険者とする。 
  
（適用除外） 
第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、第９条及び第10条第

１項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。 
一 国、地方公共団体又は法人に使用される者であつて、次に掲

げるもの 
イ 恩給法（大正12年法律第48号）第19条に規定する公務員及

び同条に規定する公務員とみなされる者 
ロ 法律によつて組織された共済組合（以下単に「共済組合」

という。）の組合員 
ハ 私立学校教職員共済法（昭和28年法律第245号）の規定に

よる私立学校教職員共済制度の加入者（以下「私学教職員
共済制度の加入者」という。） 

二 臨時に使用される者（船舶所有者に使用される船員を除
く。）であつて、次に掲げるもの。ただし、イに掲げる者にあ
つては１月を超え、ロに掲げる者にあつては所定の期間を超え、
引き続き使用されるに至つた場合を除く。 
イ 日々雇い入れられる者 
ロ ２月以内の期間を定めて使用される者 

三 所在地が一定しない事業所に使用される者 
四 季節的業務に使用される者（船舶所有者に使用される船員を

除く。）。ただし、継続して４月を超えて使用されるべき場合
は、この限りでない。 

五 臨時的事業の事業所に使用される者。ただし、継続して６月
を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。 

 
 
 
 

○健康保険法（大正11年法律第70号・抄） 
   
（定義） 
第３条 この法律において「被保険者」とは、適用事業所に使用さ

れる者及び任意継続被保険者をいう。ただし、次の各号のいずれ
かに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険
者となることができない。 
一 船員保険の被保険者（船員保険法（昭和14年法律第73号）第

２条第２項に規定する疾病任意継続被保険者を除く。） 
二 臨時に使用される者であって、次に掲げるもの（イに掲げる

者にあっては１月を超え、ロに掲げる者にあってはロに掲げる
所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除
く。） 
イ 日々雇い入れられる者 
ロ ２月以内の期間を定めて使用される者 

三 事業所又は事務所（第88条第１項及び第89条第１項を除き、
以下単に「事業所」という。）で所在地が一定しないものに使
用される者 

四 季節的業務に使用される者（継続して４月を超えて使用され
るべき場合を除く。） 

五 臨時的事業の事業所に使用される者（継続して６月を超えて
使用されるべき場合を除く。） 

六 国民健康保険組合の事業所に使用される者 
七 後期高齢者医療の被保険者（高齢者の医療の確保に関する法

律（昭和57年法律第80号）第50条の規定による被保険者をい
う。）及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第51条の規
定により後期高齢者医療の被保険者とならないもの（以下「後
期高齢者医療の被保険者等」という。） 

八 厚生労働大臣、健康保険組合又は共済組合の承認を受けた者
（健康保険の被保険者でないことにより国民健康保険の被保険
者であるべき期間に限る。） 
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社会保障・税一体改革における短時間労働者への社会保険の適用拡大の議論の経過 

○平成22年10月 

政府・与党社会保障改革検討本部（以下「検討本部」という。）設置 

 

社会保障審議会 短時間労働者への社会保険適用等に関する特別部会 第１回  

○平成22年12月 

「社会保障改革の推進について」閣議決定 

 ○平成23年2月 

検討本部の下に、社会保障改革に関する集中検討会議 

（以下「集中検討会議」という。）設置 

○平成23年5月 

厚生労働省から、 

・「社会保障制度改革の方向性と具体策」を提示 

・医療・介護制度改革に関する詳細な案を提示 

・年金制度改革に関する詳細な案を提示 

総理指示（社会保障改革に関する「安心３本柱」について） 

○平成23年6月 

集中検討会議「社会保障改革案」公表 

検討本部「社会保障・税一体改革成案」決定 

○平成23年7月 

「社会保障・税一体改革成案」閣議報告 

集中検討会議において、各委員・団体からヒアリング 

※東日本大震災の影響により一時中断 

（参考１）「社会保障改革の推進について」 
         （平成22年12月14日閣議決定・抄） 
   

社会保障の安定・強化のための具体的な制度改革案と
その必要財源を明らかにするとともに、必要財源の安定
的確保と財政健全化を同時に達成するための税制改革
について一体的に検討を進め、その実現に向けた工程
表とあわせ、23年半ばまでに成案を得、国民的な合意を
得た上でその実現を図る。 

短時間労働者への社会保険の 

適用拡大に関する意見 

適用拡大については、 

2012年以降速やかに 

法案を提出することとされた 

 
（参考２）社会保障改革に関する「安心３本柱」について 
                    －総理指示－ 
   （平成23年５月23日 
       第８回社会保障改革に関する集中検討会議）  
 ２．非正規労働者への社会保険（厚年、健保）適用拡大 
  ―正規と変わらないのに、非正規で社会保険適用から

排除されている人が増加。これは格差問題にも関係。
中小企業の雇用等への影響にも配慮しつつ、適用拡
大を図る。 

 

適用拡大を改革項目に 

盛り込んだ 
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厚生年金適用拡大に係る菅内閣総理大臣の答弁 

厚生年金適用拡大に係る菅内閣総理大臣の答弁 
（平成23年６月10日 参議院予算委員会会議録抜粋） 

○長浜博行議員 （前略）同一労働同一賃金という言葉もありますけれども、少なくとも分け方としては正規、
非正規という分け方になっておりますが、この状況の中において、年金や例えば医療保険といった社会保険
ですね、先ほど総理の御説明にもありましたけれども、会社の正規で勤めている、社会保険から国民健康保
険に移る、あるいは会社のいわゆる年金、会社あるいは公務員の方の共済、こういったところから国民年金に
移る。様々な状況の変化が生じているわけですが、社会的な公正さとか生活の安定、こういった観点から総
理が考えておられる施策はどのような効果を持たれるのか。いわゆる景気を良くしていく面と、それから社会
保障の中における社会的公正、不公正の問題、こういったことについて併せて御答弁をいただければという
ふうに思います。 

  
○菅内閣総理大臣 （前略）御指摘のように、非正規労働者の社会保険適用の問題は、今日の雇用や社会保
障をめぐる課題の中で最もまさに現代的であり、中心的、核心的な課題だと認識をいたしております。この問
題の深刻さは、まず、働き方は正規労働者と変わらないのに、非正規であるがゆえに社会保険の適用から排
除される、そういう不公平を生んでいるということであります。 

  つまりは、会社であれば組合健保等でありますけれども、多くの非正規の方は国保という形になっていると
いう不公平であります。そしてそれが格差問題を増幅させ、さらには将来の生活不安から結婚される率の低
下につながっている。先ほど三百万ということを言われましたが、そういう数字も今提起をされましたが、どうし
ても収入が低ければ結婚をためらうということになり、そしてそれがさらには少子化の進展の大きな原因にも
なっていると理解しております。社会の支え合いの仕組みであるはずの社会保障制度が逆に雇用形態に悪
影響を与えて、その結果、社会的排除とか、そういう意味での不条理というものの原因になっているとも言える
わけであります。 

  そこで、この問題を解決することによって、社会保障制度が働き方にとって中立的なもの、つまり、一方が有
利で一方が不利ということにならないために、同時に非正規労働者の生活の安定に大きく貢献するという効
果も期待される、そういう形のものに変えていきたいというのが今回の改革の一つの大きなテーマであります。 

  この問題への取組は過去の政権でも何度か試みられましたけれども、進展しておりません。その原因は、
社会保険の適用拡大によって事業者側の負担、事業主分が増えることなどからかなり反対があるためであり
ますが、今回の改革では、雇用政策や産業政策ともリンクした政策のパッケージにより、中小企業にも配慮し
てこの問題を何としても乗り越えていきたい、こういう考え方で議論を進めていただいているところであります。 

社会保障審議会 短時間労働者への社会保険適用等に関する特別部会 第１回  
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社会保障・税一体改革成案 工程表 抜粋（１） 
社会保障審議会 短時間労働者への社会保険適用等に関する特別部会 第１回  
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社会保障・税一体改革成案 工程表 抜粋（２） 
社会保障審議会 短時間労働者への社会保険適用等に関する特別部会 第１回  
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○ 現行年金制度の抱える課題（社会経済の変化、雇用・就労等への影響・低年金者の存在等）に対処す

るためには、以下のような方向性を目指して年金改革を行っていくことが必要。 
 ①新しい仕事への挑戦や女性の就労を妨げる年金制度ではなく、働き方、ライフコースの選択に影響を 
  与えない、一元的な制度 
 ②単身高齢者、低年金者、無年金者の増大に対して、最低保障機能を有し、高齢者の防貧・救貧機能が 
  強化された制度 
 ③国民から信頼され、財政的にも安定した制度 
 
 

                                      
 

○全ての職種が同じ制度に加入し、所得が同じなら同じ保険料、同じ給付となる「所得比例年金」の創設 

○高齢期に最低限これだけは受給できるという額が明示された「最低保障年金」の創設 

 
 

 

 

○今の年金制度を抜本的に新しい年金制度に改めるためには、国民的な合意が必要。 
○自営業者を含む一元的な制度を実現するためには、 
 ①社会保障・税に関わる番号制度の導入・定着 
 ②歳入庁創設等、税と社会保険料を一体徴収する体制の構築 
 ③所得捕捉問題に対する国民の納得感の醸成 
 といった環境整備を制度の議論と並行して行う必要があり、そのためには一定の準備期間が必要。 
 

 

  

 

 

国民的合意・環境整備の必要性 

○新しい年金制度の骨格を示し、国民的な合意に向けた議論や環境整備を進め、新しい年金制度の実現 

 に取り組む。 

○新しい年金制度からの年金給付のみを受給する者が出てくるまでには、40年以上の期間が必要。移行
期間中は、新制度と旧制度の両方から年金が支給されることになる。 

○このため、年金改革の目指すべき方向性に沿って、当面、現行の年金制度の改善を速やかに進める。 

  

新しい年金制度の方向性 

年金改革の目指すべき方向性 

現行年金制度の抱える課題に対する解決の方向性 

社会保障・税一体改革成案における改革項目 参考資料（７月14日 集中検討会議）抜粋（１） 
社会保障審議会 短時間労働者への社会保険適用等に関する特別部会 第１回  
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○ 働き方に中立な年金制度となるよう、短時間労働者に対する厚生年金の適用拡大を検討する。 

短時間労働者に対する厚生年金の適用拡大 

充 実 

＜改革の具体策＞ 

【短時間労働者に対する厚生年金の適用拡大】 
○ 働き方に中立的な制度を目指し、かつ、現在国民年金に加

入している非正規労働者の将来の年金権を確立するため、厚
生年金適用事業所で使用される短時間労働者を、厚生年金
の適用対象とすることを検討する。この際、雇用保険の制度な
どを参考に検討する。 

 ※ 例えば雇用保険並びにまで拡大すると、約４００万人 
   が適用となると見込まれる。  
 

（参考１）現在の厚生年金の適用要件 
 ・ １日、又は１週間の所定労働時間、１ヶ月の所定労働日数がそ

れぞれ当該事業所において同種の業務に従事する通常の就労者
のおおむね４分の３以上であること  

  
 
（参考２）他の社会保険制度の適用要件について 
 ＜雇用保険＞ 
 ・ １週間の所定労働時間が２０時間以上であること 
 ・ ３１日以上の雇用見込みがあること 
  なお、収入等の他の要件はない。 
 ＜労災保険＞ 
 ・ 適用事業に使用される労働者であること 

○ 社会保障改革における「安心３本柱」について 
－総理指示－ （抜粋） 

  
社会保障改革の柱として、国民の安心確保のための最優先
項目（安心３本柱）について、検討を進めること。 
２．非正規労働者への社会保険（厚年、健保）適用拡大 

－正規と変わらないのに、非正規で社会保険適用から排除さ
れている人が増加。これは格差問題にも関係。中小企業
の雇用等への影響にも配慮しつつ、適用拡大を図る。 

 

 
 
 

約400万人 

約300～400万人 
約900～1,000万人 

（既に厚生年金適用） 

週の所定労働時間 
30時間 20時間 

非正規労働者 
（約1,700～1,800万人） 

適用拡大対象 
（雇用保険と同じ条件 

とする場合） 

40時間～ 

※ 労働力調査（2010年）によると、非正規労働者（勤め先の呼称が「パート」、「アルバイト」、「派遣社員」、
「契約社員・嘱託」、「その他」の者）は合計で1,755万人。 

（参考３）非正規労働者への厚生年金適用拡大のイメージ 

○ 同じ被用者であっても労働時間や収入によって年金制度の適用が変わる仕組みとなっている。 
○ 国民年金制度が、自営業者のための制度から、不安定な被用者が多く加入する年金制度に変化しており、こうした者が、

将来、無年金、低年金となるおそれがある。 

＜現状＞ 

社会保障・税一体改革成案における改革項目 参考資料（７月14日 集中検討会議）抜粋（２） 
社会保障審議会 短時間労働者への社会保険適用等に関する特別部会 第１回  
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充  実 

＜改革の具体策＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【市町村国保の財政運営の都道府県単位化・財政基盤の強化】 

○ 各都道府県が策定する「広域化等支援方針」に基づき広域化の環境整備。市
町村国保の財政運営の都道府県単位化を目指す。 

○ 低所得者の保険料軽減措置の拡充等により、市町村国保の財政基盤を強化。
（公費で最大2,200億円程度の財政影響） 

 非正規労働者や低所得者・無収入者の増大に対応し、医療保険制度のセーフティ 

ネット機能の強化を図るため、 

 ①短時間労働者に対する被用者保険の適用を拡大する。 

 ②市町村国保の財政運営の都道府県単位化と併せ、財政基盤の強化を行う。 

被用者保険の適用拡大と国保の財政基盤の安定化・強化・広域化  
～医療保険における非正規労働者対策と国保財政の強化～ 

＜現状＞ 

所要額（公費） 

2015年 
 

～０．３兆円程度 
･･･被用者保険の適用拡大、 
  総報酬割と併せて検討 

 
 
 

約300～400万人 
約900～1,000万人 

（既に健康保険適用） 

週の所定労働時間 
30時間 20時間 

非正規労働者（※）（約1,700～1,800万人） 

適用拡大対象 
（雇用保険と同じ条件とする場合） 

40時間～ 

※ 労働力調査（2010年）によると、非正規労働者（勤め先の呼称が「パート」、「アルバイト」、「派遣社員」、「契約社員・嘱託」、「その
他」の者）は合計で1,755万人。 

非正規労働者への健康保険適用拡大のイメージ 

【短時間労働者への被用者保険の適用拡大】 

○ 被用者保険の適用範囲を拡大し、短時間労働者のセーフティネット機能を強化。 
 （完全実施の場合、公費で▲1,600億円の財政影響） 

【非正規労働者の増大と保障の弱体化】 

○ 同じ仕事でも労働時間等により被用者保
険が適用されない非正規労働者が増加。 

【市町村国保の財政悪化】 

○ 財政規模の小さな市町村の国保は運営
が不安定。  

○ 低所得者や無収入者の増大により財政
基盤が弱体化。       

20.2％ 

34.4％ 

1990年 2010年 

雇用者に占める非正規労働者の割合 

約1.7倍 

約400万人 

26.1% 
38.2% 

1989年 2009年 

保険料軽減措置を受けている低所得者世帯の割合 

約1.5倍 

社会保障・税一体改革成案における改革項目 参考資料（７月14日 集中検討会議）抜粋（３） 
社会保障審議会 短時間労働者への社会保険適用等に関する特別部会 第１回  
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短時間労働者など非正規労働者の雇用の安定や処遇の改善に関する検討状況 

○今後のパートタイム労働対策に関する研究会 
 
・ 平成19年の改正パートタイム労働法（短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律（平成５年
法律第76号））の施行後３年間の施行状況を含め、国内におけるパートタイム労働の実態を把握する
とともに課題を整理しつつ、今後のパートタイム労働対策について検討を行う。 

 
・ 本年９月を目途に取りまとめを行い、その後、労働政策審議会雇用均等分科会でさらに検討を行う
予定 

 

 

○非正規雇用のビジョンに関する懇談会 

 
・ 近年、増加傾向にある非正規労働者について、雇用の安定や処遇の改善に向けて、公正な待遇
の確保に横断的に取り組むことが求められている。 

 
・ これを受けて、非正規労働者の呼称や態様を問わず広く「非正規雇用」を対象として、公正な待遇
の確保に必要な施策の方向性を理念として示す「非正規雇用ビジョン（仮称）」を作成する。 

 

 

○労働政策審議会労働条件分科会 

 
 ・ 平成22年10月以来、有期労働契約に関する議論を行ってきており、本年８月３日に中間的な整理
を公表したところ。本年12月を目途に、議論のとりまとめを予定 

社会保障審議会 短時間労働者への社会保険適用等に関する特別部会 第１回  
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平成16年年金制度改正における適用拡大に関する検討経緯 

○平成１５年９月１２日 社会保障審議会年金部会 「年金制度改正に関する意見」（※次頁参照） 

 ・ 働き方の多様化への対応、短時間労働者自身の年金保障の充実の観点のほか、就業調整問題の
解決、事業主間の保険料負担の不均衡是正、雇用労働者としての均衡処遇等の観点からも、基本
的には短時間労働者への厚生年金の適用拡大を行うべき 

 ・ 適用拡大の具体的な基準については、所定労働時間が週２０時間以上という意見のほか、収入要
件（例：年間賃金６５万円以上）を併用すべきとの意見もあった 

 ・ 標準報酬の下限(月額98,000円)を引き下げて適用することが適当 
 ・ 被扶養配偶者の給付を行わないなど、負担に応じた一定の調整を行うべき 
  などの意見   
○平成１５年１１月１７日 「持続可能な安心できる年金制度の構築に向けて」（厚生労働省案） 

 ・ 週所定労働時間が２０時間以上の労働者まで適用を拡大、 
 ・ 現行の標準報酬の下限（月額98,000円）とは別に特別な低い標準報酬区分を設定して適用 
 ・ 給付については、被扶養配偶者の給付は行わない 
  などとする案 
  
○平成１６年２月４日 

 与党年金制度改革協議会「平成１６年年金制度改革について（合意）」 

 ・ 関係団体等からのヒアリングを経て、法案に「施行後５年を目途として、総合的に検討が加えられ、
その結果に基づき、必要な措置が講ぜられるものとする」旨の検討規定を置くこととされた。 

 

 

○平成１６年改正法 

 ・ 附則において、次の検討規定が置かれた。 
  「短時間労働者に対する厚生年金保険法の適用については、就業形態の多様化の進展を踏まえ、
被用者としての年金保障を充実する観点及び企業間における負担の公平を図る観点から、社会経済
の状況、短時間労働者が多く就業する企業への影響、事務手続の効率性、短時間労働者の意識、
就業の実態及び雇用への影響並びに他の社会保障制度及び雇用に関する施策その他の施策との
整合性に配慮しつつ、企業及び被用者の雇用形態の選択にできる限り中立的な仕組みとなるよう、こ
の法律の施行後五年を目途として、総合的に検討が加えられ、その結果に基づき、必要な措置が講
ぜられるものとする。 」 

社会保障審議会 短時間労働者への社会保険適用等に関する特別部会 第１回  
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年金制度改正に関する意見（平成15年９月12日社会保障審議会年金部会）抜粋 
社会保障審議会 短時間労働者への社会保険適用等に関する特別部会 第１回  

Ⅱ．年金改革の基本的な考え方 

４．多様な働き方への対応・次世代育成支援  

 

（１）短時間労働者に対する厚生年金の適用 

  

 ○ 就労形態の多様化に対応し、年金制度についても、個人の働き

方や雇用形態の選択に中立的な仕組みとし、個人が十分能力を

発揮していくことができ、被用者としての年金保障を充実させる観

点から、短時間労働者に対して厚生年金の適用拡大を図っていく

ことが求められている。また、「基本方針２００３」等においても、その

必要性は繰り返し指摘されている。 

  

 ○ このような働き方の多様化への対応、短時間労働者自身の年金

保障の充実の観点のほか、就業調整問題の解決、事業主間の保

険料負担の不均衡是正、雇用労働者としての均衡処遇等の観点

からも、基本的には短時間労働者への厚生年金の適用拡大を行う

べきである。 

その際には、適用拡大による雇用への影響、短時間労働者が多

く就労する産業・企業への影響、事務負担や保険料負担の増加等

に十分配慮して慎重に検討することが必要である。また、適用拡大

に伴う労働者及び事業主の保険料負担の増大については、経過

措置等一定の配慮を行うべきである。 

  

 ○ また、５人未満の個人事業所及び任意適用業種への厚生年金

の適用及びその在り方や方法についてまず検討すべきであるとの

意見があった。 

  

  

○ 所定労働時間を基本的な基準として適用してきた厚生年金の考

え方や、年収要件をなくして２０時間という週の所定労働時間だけ

でみることにした雇用保険の適用基準を考慮すると、今回の適用

拡大に当たっては、週の所定労働時間が一定以上の者を適用す

ることが適当である。 

 具体的なこの基準については、週２０時間以上という意見があっ

た。 

この点については、所定労働時間が２０時間より短い者であって

も、相当の賃金を得ている場合もあり、週の所定労働時間の要件に

収入要件（例えば年間賃金６５万円以上）を併用すべきであるとの

意見があった。 

 

 ○ 短時間労働者への厚生年金の適用拡大を行った場合、その給

付と負担の在り方については、短時間労働者は比較的低い賃金で

就労している者が多いことから、負担については、現行の厚生年金

の応能負担の考え方から、何らかの形で標準報酬の下限(月額

98,000円)を引き下げて適用することが適当である。 

  

 ○ この場合、適用を受ける短時間労働者の保険料が、第１号被保

険者の保険料(月額13,300円)を下回ることとなるが、両者の均衡を

考えるべきであるとの意見がある一方、厚生年金は応能負担であ

り、国民年金の定額負担の仕組みと同等には考えられないとの意

見があった。また、年金財政全体への影響も十分検討すべきであ

るとの意見があった。 

   年金給付については、負担を一般の被保険者よりも軽減したも

のとするのであれば、給付についても、被扶養配偶者の給付を行

わないなど、負担に応じた一定の調整を行うべきである。 
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被用者年金一元化法案（平成19年国会提出）における適用拡大に関する検討経緯（１） 

○「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006」 
                   （18年７月７日閣議決定・抜粋） 

 「有期労働契約を巡るルールの明確化、パート労働者への社会保険の適用拡大や均衡処遇
の推進等の問題に対処するための法的整備等や均衡ある能力開発等の取組を進め、正規・非
正規労働者間の均衡処遇を目指す」 

 

○「年金制度の課題に関する方向性について」（抜粋） 
（18年11月14日 与党年金制度改革協議会 合意文書） 

 

 ２．短時間労働者に対する社会保険適用拡大について 
 （１）短時間労働者に対する社会保険適用の取扱いは、将来の年金保障の充実に資するとと

もに、格差固定を避けるための再チャレンジ政策推進の観点からも重要課題であり、早期
に具体的な方向付けを行う必要がある。 

 （２）そのため、週労働時間のほか、勤続期間や正社員との関係等勤務実態を踏まえることが
必要である。 

 （３）また、中小零細企業に対する適切な配慮を行うとともに、激変緩和や経過措置に十分留
意するものとする。 

 （４）以上を踏まえ、政府においては可及的速やかに各方面の意見の聴取と整理に努められ
たい。 

 

○ 内閣総理大臣施政方針演説（平成19年１月26日） 
 「パートタイム労働者も将来厚生年金を受けられるよう、社会保険の適用を拡大します。」 
 

社会保障審議会 短時間労働者への社会保険適用等に関する特別部会 第１回  
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被用者年金一元化法案（平成19年国会提出）における適用拡大に関する検討経緯（２） 

○「パート労働者の厚生年金適用に関するワーキンググループ報告書」 
       （19年３月６日 第10回「パート労働者の厚生年金適用に関する 

ワーキンググループ」・概要抜粋） 
３．適用対象となる者の範囲 
（１）厚生年金適用にふさわしい「被用者」について 

 ○適用拡大に関する当ワーキンググループの基本的考え方は以下のとおり。 
・ 労働の報酬により生計を営み、老後は稼得手段を失う可能性が高い被用者について
は、できる限り被用者年金制度の対象としていくべき。 
・ 具体的には、労働時間等の面で正社員に近いパート労働者に労使折半で適用という現
行制度と同様の考え方の下に、厚生年金の適用範囲を拡大すべき。 

 
 
○ 被用者年金一元化法案閣議決定              

（19年４月13日） 
 
 
 
 
 
○ 被用者年金一元化法案廃案（衆議院解散による）      

（21年７月21日） 
 

社会保障審議会 短時間労働者への社会保険適用等に関する特別部会 第１回  
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被
用

者
年

金
一

元
化

法
案

（
廃

案
）

に
お

け
る

適
用

拡
大

の
概

要
 

パ
ー

ト
労

働
者

に
対

す
る

厚
生

年
金

適
用

の
拡

大
に

つ
い

て
（
被

用
者

年
金

一
元

化
法

案
（
平

成
1

9
年

国
会

提
出

）
の

ポ
イ

ン
ト

）
 

１
．

新
た

な
適

用
基

準
 

２
．

健
康

保
険

・介
護

保
険

 

○
 

被
用

者
に

対
す

る
社

会
保

険
制

度
と

し
て

一
体

的
な

運
営

を
行

っ
て

い
る

こ
と

か
ら

、
厚

生
年

金
で

新
た

に
適

用
対

象
と

な
る

者
に

つ
い

て
は

、
健

康
保

険
・介

護
保

険
も

適
用

す
る

。
  

３
．

施
行

時
期

 

○
 

制
度

の
周

知
や

企
業

の
対

応
、

行
政

実
務

（日
本

年
金

機
構

）
の

対
応

な
ど

十
分

な
準

備
期

間
を

設
け

る
観

点
か

ら
、

平
成

２
３

年
９

月
１

日
か

ら
施

行
す

る
。

  

※
 

現
在

、
「
４

分
の

３
以

上
」
の

基
準

に
よ

り
既

に
厚

生
年

金
の

適
用

対
象

と
さ

れ
て

い
る

パ
ー

ト
労

働
者

に
つ

い
て

は
、

引
き

続
き

現
行

の
基

準
に

よ
る

。
 

（「被
用

者
年

金
制

度
の

一
元

化
等

を
図

る
た

め
の

厚
生

年
金

保
険

法
等

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

案
」で

措
置

）
 

※
具

体
的

な
数

値
「
20時

間
」「

98,000円
」「１

年
」「

300人
」に

つ
い

て
は

法
律

で
明

記
 

①
労

働
時

間
 ：

「
週

所
定

労
働

時
間

が
２

０
時

間
以

上
」
で

あ
る

こ
と

 

※
 

雇
用

保
険

の
例

に
同

じ
 

②
賃

金
水

準
 ：

「
賃

金
が

月
額

９
８

，
０

０
０

円
以

上
」
で

あ
る

こ
と

 

か
つ

 

か
つ

 

か
つ

 

※
 

現
行

の
厚

生
年

金
の

保
険

料
負

担
の

基
準

（
標

準
報

酬
等

級
）の

下
限

の
額

 

※
 

賞
与

、
通

勤
手

当
、

残
業

手
当

等
を

含
ま

な
い

毎
月

の
賃

金
支

給
額

で
判

断
 

③
勤

務
期

間
 :「

勤
務

期
間

が
１

年
以

上
」
で

あ
る

こ
と

  

⑤
 

中
小

零
細

事
業

所
へ

の
配

慮
 ：

「
従

業
員

が
３

０
０

人
以

下
」
の

中
小

零
細

事
業

主
に

は
新

た
な

基
準

の
適

用
を

猶
予

 

※
 

現
在

厚
生

年
金

の
適

用
対

象
と

さ
れ

て
い

る
従

業
員

の
人

数
で

算
定

 

※
 

猶
予

期
間

は
「別

に
法

律
で

定
め

る
日

」ま
で

 

④
学

生
の

取
扱

い
 : 学

生
は

適
用

対
象

外
と

す
る

  

か
つ

 ※
大

学
、

短
大

、
高

校
、

高
専

、
専

修
学

校
、

各
種

学
校

（１
年

以
上

課
程

）等
の

学
生

 

→
 こ

の
基

準
に

よ
り

新
た

に
適

用
対

象
と

な
る

人
数

は
約

1
0～

20万
人

程
度

 

社
会

保
障

審
議

会
 

短
時

間
労

働
者

へ
の

社
会

保
険

適
用

等
に

関
す

る
特

別
部

会
 

第
１

回
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パート労働者の分布（業種別） 
社会保障審議会 短時間労働者への社会保険適用等に関する特別部会 第１回  

卸売・小売業 

21.1% 

サービス業（他

に分類されない

もの） 

9.4% 

製造業 

14.8% 

医療、福祉 

13.1% 

宿泊業, 

飲食サービス

業 

10.9% 

その他 

30.6% 

パートタイム労働者の分布（業種別） 

 資料出所：労働力調査（平成21年）（総務省） 

単位：（％） 

  男女計 男性 女性 

合計  100.0   100.0   100.0  

漁業 0.1  0.2  0.1  

鉱業 0.0  0.2  0.0  

建設業 4.7  9.0  2.7  

製造業 14.8  22.6  11.1  

電気・ガス・熱供給・水道業 0.5  1.1  0.1  

情報通信業 1.8  3.2  1.1  

運輸業・郵便業 4.4  7.2  3.0  

卸売・小売業 21.1  14.1  24.6  

金融・保険業 2.2  1.3  2.6  

不動産業 2.0  2.6  1.7  

  学術研究,専門・技術サービス業 2.0  2.6  1.7  

宿泊業,飲食サービス業 10.9  6.6  13.0  

  生活関連サービス業,娯楽業 4.3  3.2  4.9  

教育，学習支援業 5.0  5.3  4.9  

医療，福祉 13.1  4.9  17.2  

複合サービス事業 0.7  0.9  0.6  

サービス業（他に分類されないもの） 9.4  10.4  9.0  

公務（他に分類されないもの） 2.7  4.7  1.7  

（注）パート労働者：
週間就業時間が35
時間未満の雇用者 37 



パート労働者数の分布（企業規模別） 

（注）パート労働者：
週間就業時間が35
時間未満の雇用者 

企業規模別雇用者に占めるパート労働者の割合（男女計） 

 資料出所：労働力調査（平成22年）（総務省） 

単位：万人（％） 

  男女計 男性計 女性計 

合計 1,414  100.0  449  100.0  966  100.0  

１～２９人 491  34.7  142 31.6  349 36.1  

３０～９９人 221  15.6  66 14.7  156 16.1  

１００～４９９人 235  16.6  75 16.7  161 16.7  

５００～９９９人 81  5.7  27 6.0  54 5.6  

１０００人以上 267  18.9  93 20.7  174 18.0  

官公 106  7.5  43 9.6  62 6.4  

従業者規模不詳 14  1.0  4 0.9  10 1.0  

31.6  

26.4  
23.4  23.8  25.1  

22.2  

26.6  

0  

10  

20  

30  

40  

１～２９人 ３０～９９人 １００～４９９人 ５００～９９９人 １０００人以上 官公 企業規模計 

（％） 

１～２９人 

34.7% 

３０～９９人 

15.6% 

１００～４９９

人 

16.6% 

５００～９

９９人 

5.7% 

１０００人以

上 

18.9% 

官公 

7.5% 

従業者規模

不詳 

1.0% 

社会保障審議会 短時間労働者への社会保険適用等に関する特別部会 第１回  
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パート労働者の分布（年齢別） 

（注）パート労働者：週間就業時間が35時間未満の雇用者 

社会保障審議会 短時間労働者への社会保険適用等に関する特別部会 第１回  

 資料出所：労働力調査（平成22年）（総務省） 

１５～２４歳 
18.6% 

２５～３４歳 
13.4% 

３５～４４歳 
13.2% ４５～５

４歳 
11.9% 

５５～６４歳 
23.3% 

６５歳以上 
19.5% 

男 性 

１５～

２４歳 
9.8% 

２５～３４歳 
14.0% 

３５～４４歳 
24.3% ４５～５４歳 

23.2% 

５５～６４歳 
21.2% 

６５歳以上 
7.5% 

女 性 

            単位：万人（％） 

  男女計 男性計 女性計 

合計 1,432  100.0  447 100.0  985 100.0  

１５～２４歳 181  12.6  83 18.6  97 9.8  

２５～３４歳 198  13.8  60 13.4  138 14.0  

３５～４４歳 298 20.8  59 13.2  239 24.3  

４５～５４歳 282  19.7  53 11.9  229 23.2  

５５～６４歳 312  21.8  104 23.3  209 21.2  

６５歳以上 161  11.2  87 19.5  74 7.5  
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パート労働者の就業調整に関する意識 

25.0  

調整をしている 

20.4  

37.9  

調整の必要がない 

42.6  

25.1  

関係なく働く 

24.0  

2.9  

その他 

2.3  

6.2  

わからない 

8.4  

2.9  

不 明 

2.2  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

調整をしていない 68.9% 

調整をしていない 65.9% 

就業調整の有無 

65.8  

39.7  

23.2  

38.0  

4.7  
10.6  9.5  

4.5  6.2  
0.3  

47.8  

26.5  

15.6  

36.8  

2.6  
7.6  5.7  

9.3  10.8  

0.7  
0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

自
分
の
所
得
税
の
非
課
税
限
度
額(

１
０

３
万
円)

を
超
え
る
と
税
金
を
支
払
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら 

一
定
額
を
超
え
る
と
配
偶
者
の
税
制
上

の
配
偶
者
控
除
が
無
く
な
り
、
配
偶
者

特
別
控
除
が
少
な
く
な
る
か
ら 

一
定
額
を
超
え
る
と
配
偶
者
の
会
社
の

配
偶
者
手
当
が
も
ら
え
な
く
な
る
か
ら 

一
定
額(

１
３
０
万
円)

を
超
え
る
と
配
偶

者
の
健
康
保
険
、
厚
生
年
金
等
の
被
扶

養
者
か
ら
は
ず
れ
、
自
分
で
加
入
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
か
ら 

労
働
時
間
が
週
の
所
定
労
働
時
間
２
０

時
間
以
上
に
な
る
と
雇
用
保
険
に
加
入

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め 

正
社
員
の
所
定
労
働
時
間
の
４
分
の
３

以
上
に
な
る
と
健
康
保
険
、
厚
生
年
金

等
に
加
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら 

会
社
の
都
合
に
よ
り
雇
用
保
険
、
厚
生

年
金
等
の
加
入
要
件
に
該
当
し
な
い
よ

う
に
し
て
い
る
た
め 

現
在
、
支
給
さ
れ
て
い
る
年
金
の
減
額

率
を
抑
え
る
又
は
減
額
を
避
け
る
た
め 

そ
の
他 

不 

明 

（％） 

H18 

H22 

就業調整をしている理由（複数回答） 

資料出所：パートタイム労働者総合実態調査（平成18年）（厚生労働省） 

短時間労働者実態調査（平成22年）（労働政策研究・研修機構） 

H18 

H22 

社会保障審議会 短時間労働者への社会保険適用等に関する特別部会 第１回  

※パート、短時間労働者
のいずれについても、
正社員以外の労働者で
パートタイマー、アルバ
イト、準社員、嘱託、臨
時社員などの名称にか
かわらず、週の所定労
働時間が正社員よりも
短い労働者を指す。 
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